
議案第７８号 和光市新設小学校建設工事の請負契約の締結について

担 当 財政課

【目的】

宅地開発に伴う人口増加により学校施設においては、特に白子小学校が大規模化傾

向となってきており、学校配置の実情に即した地域のバランスが崩れるなどの課題が

生じています。そこで、児童数の偏りを解消し適正な学校規模を維持するため、教育

環境の整備充実を図ることを目的に新設小学校を整備するものです。

【内容】

和光市新設小学校建設工事

＜平成２６年度・２７年度の継続事業＞

地上３階建て 鉄筋コンクリート・一部鉄骨、鉄骨鉄筋コンクリート造

用途：小学校、図書館、児童福祉施設等（児童館、保育クラブ）

校舎棟建築工事 一式

体育館棟建築工事 一式

建築廻り外構工事（門・囲障等、舗装、排水、壁面緑化） 一式

電気設備工事 一式

機械設備工事 一式

【議案の法的根拠】

地方自治法第９６条第１項第５号

地方自治法施行令第１２１条の２第１項

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

【契約案件の受注者や内容など】

工事名 和光市新設小学校建設工事

工事箇所 和光市下新倉五丁目２１番地先

契約の方法 ダイレクト型一般競争入札

契約金額 金３，６４８，８８８，０００円

（うち消費税額及び地方消費税額 金２７０，２８８，０００円）

契約の相手方 埼玉県さいたま市大宮区三橋２－５６８－１

北野建設株式会社 埼玉営業所

所長 村田 有三
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